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(57)【要約】
【課題】崩壊性粒子を安定に含有し、使用感に優れた化粧料を提供すること。
【解決手段】下記成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）および（Ｅ）がそれぞれ１～２５
質量％、１５～７０質量％、０．０１～８０質量％、１質量％未満および１０～８０質量
％であり、ｐＨが４～９であるゲル状化粧料。
　（Ａ）水不溶性一次粒子と水溶性バインダーを含んでなる崩壊性粒子
　（Ｂ）多価アルコール
　（Ｃ）カルボキシルエチルセルロース
　（Ｄ）水溶性塩
　（Ｅ）精製水
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）および（Ｅ）がそれぞれ１～２５質量％、１
５～７０質量％、０．０１～８０質量％、１質量％未満および１０～８０質量％であり、
ｐＨが４～９であるゲル状化粧料。
　（Ａ）水不溶性一次粒子と水溶性バインダーを含んでなる崩壊性粒子
　（Ｂ）多価アルコール
　（Ｃ）カルボキシルエチルセルロース
　（Ｄ）水溶性塩
　（Ｅ）精製水
【請求項２】
　成分（Ｃ）が、カルボキシルエチル基の置換度が０．２～２．８、カルバモイルエチル
基の置換度が０．０４以下、重合度が２～３０００のカルボキシルエチルセルロースであ
る請求項１に記載のゲル状化粧料。
【請求項３】
　アニオン界面活性剤をさらに含有する請求項１または２に記載のゲル状化粧料。
【請求項４】
　非イオン界面活性剤をさらに含有する請求項１～３のいずれか一項に記載のゲル状化粧
料。
【請求項５】
　請求項３または４に記載のゲル状化粧料からなる皮膚洗浄剤組成物。
【請求項６】
　請求項４に記載のゲル状化粧料からなるマッサージ化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、崩壊性粒子を安定に含有し、使用感に優れたゲル状化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　粒子（スクラブ剤）を含有する洗浄剤組成物は、古くなった角質を除去したり、毛穴に
入り込んだ汚れを落とすのに有用である。また、粒子の適度な物理的刺激により、心地よ
いマッサージ感を得ることもできる。
　このような洗浄剤組成物として、少なくとも一部が水不溶性である一次粒子が凝集して
なる崩壊性粒子であって、水溶性塩類含有水溶液中において、水溶性塩類濃度の低下によ
り崩壊する崩壊性粒子と、水溶性塩類とを含有するものが知られている（特許文献１）。
しかしながら、この洗浄剤組成物は、崩壊性粒子が組成物中で崩壊しないよう、水溶性塩
類を含有するため、高分子増粘剤を用いて系を増粘させることが困難であった。
【０００３】
　一方、多価アルコールは、一般に保湿剤として化粧料に用いられている。また、特殊な
効果をねらったものとして、有効成分の浸透性を向上させる目的（特許文献２）や、マッ
サージ後の塗膜を長く安定に保つ目的（特許文献３）で、化粧料中に多価アルコールが多
量に配合される場合もある。
　しかしながら、多価アルコールは、化粧料に多量に配合すると、塗布時の感触が重くな
ったり、マッサージ性が悪くなったり、曳糸性が生じて扱い難くなることがある。更に、
すすいだ後にべたついたりするため、配合量は、通常、数質量％～１０質量％程度である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－６３８９９号公報
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【特許文献２】特開２００４－３３９１１０号公報
【特許文献３】特開２００６－１３７７３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、崩壊性粒子を安定に含有し、使用感に優れた化粧料を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、多価アルコールを多量に用いれば、崩壊性粒子が安定に含有され、更に
カルボキシルエチルセルロースを用いると、曳糸性などの溶液物性が大幅に改善し、容易
に増粘させることができ、べとつきのない使用感に優れたゲル状化粧料が得られることを
見出した。
【０００７】
　即ち、本発明は下記の発明を提供する。
　（１）下記成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）および（Ｅ）がそれぞれ１～２５質量
％、１５～７０質量％、０．０１～８０質量％、１質量％未満および１０～８０質量％で
あり、ｐＨが４～９であるゲル状化粧料。
　　（Ａ）水不溶性一次粒子と水溶性バインダーを含んでなる崩壊性粒子
　　（Ｂ）多価アルコール
　　（Ｃ）カルボキシルエチルセルロース
　　（Ｄ）水溶性塩
　　（Ｅ）精製水
　（２）成分（Ｃ）が、カルボキシルエチル基の置換度が０．２～２．８、カルバモイル
エチル基の置換度が０．０４以下、重合度が２～３０００のカルボキシルエチルセルロー
スである上記１項に記載のゲル状化粧料。
　（３）アニオン界面活性剤をさらに含有する上記１または２項に記載のゲル状化粧料。
　（４）非イオン界面活性剤をさらに含有する上記１～３項のいずれか一項に記載のゲル
状化粧料。
　（５）上記３または４項に記載のゲル状化粧料からなる皮膚洗浄剤組成物。
　（６）上記４項に記載のゲル状化粧料からなるマッサージ化粧料。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の化粧料は、カルボキシルエチルセルロースにより、曳糸性などの溶液物性を改
善して増粘され、崩壊性粒子が崩壊することなく安定に含有され、べとつきのない使用感
にも優れたものである。また、洗浄過程及びすすぎ過程において崩壊性粒子が崩壊するこ
とにより、皮膚の損傷やかゆみの発生が少なく、すすぎ水や涙により容易に崩壊性粒子が
崩壊することにより、洗い流し性が極めて良好である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明で用いる成分（Ａ）の崩壊性粒子は、水不溶性一次粒子のみ、又は水不溶性一次
粒子と水溶性一次粒子の混合物が水溶性バインダーにより凝集したものであればよいが、
水不溶性一次粒子のみが水溶性バインダーにより凝集したものが好ましい。これらの一次
粒子は有機粒子でも無機粒子でも良い。ここで「水不溶性」とは、２５℃において水９９
質量部に対象粒子１質量部を溶解させたとき、溶解度が５０質量％未満であり、「水溶性
」とは同条件での溶解度が５０質量％以上であることを意味する。なお、溶解度は、水溶
液を濾紙（Ｎｏ．２）で濾過し、濾液中の固形分量より算出する。水溶性一次粒子として
は、当該溶解度が９０質量％以上のものが好ましい。
【００１０】
　水不溶性有機一次粒子としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリエ
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チレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリウレタン及びそれらの架橋体、ポリ（メタ）
アクリル酸ナトリウム、ポリ（メタ）アクリル酸エステル及びそれらの架橋体の他、エチ
レンゴム、プロピレンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、シリコーンゴ
ム等のゴム類及びそれらの架橋体などの合成高分子；セルロース及びその誘導体、キトサ
ン及びその誘導体、コーンスターチ、澱粉、果実の殻等の天然高分子及びその誘導体など
が挙げられる。中でも、ポリエチレン、ポリアミド、ポリスチレン、ポリ（メタ）アクリ
ル酸ナトリウム、ポリ（メタ）アクリル酸エステル、セルロース及びその誘導体、コーン
スターチ、澱粉等が好ましく、コーンスターチ、セルロース及びその誘導体が特に好まし
い。ここで「ポリ（メタ）アクリル酸」は「ポリアクリル酸」と「ポリメタアクリル酸」
の双方を意味する。
【００１１】
　水不溶性無機一次粒子としては、ベントナイト、タルク、マイカ、カオリン、セピオラ
イト、シリカ、炭酸カルシウム、酸化チタン、無水珪酸、ヒドロキシ・カルシウム・アパ
タイト等の他、真珠質などが挙げられる。中でも、ベントナイト、タルク、マイカ、カオ
リン、シリカ等が好ましく用いられる。
【００１２】
　これらの水不溶性一次粒子は、形状は特に限定されず、真球状、略球状、及び、粉砕等
により異形の形状のものでも良く、また中空、多孔質の粒子等を用いることもできる。ま
た、これらの水不溶性一次粒子は単独で用いても、二種以上を併用しても良い。
【００１３】
　水溶性有機一次粒子としては、ポリビニルアルコール及びその誘導体、ポリ（メタ）ア
クリル酸アルカリ塩、（メタ）アクリル酸／（メタ）アクリル酸エステル共重合物のアル
カリ塩、アクリル酸／マレイン酸共重合物のアルカリ塩、ポリビニルピロリドン等の合成
高分子；メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム
、ヒドロキシアルキルセルロース、変性澱粉（ヒドロキシアルキル変性澱粉、リン酸エス
テル変性澱粉等）、ショ糖、乳糖等の糖類；海草類、タンパク質等の天然高分子が挙げら
れる。
【００１４】
　また、水溶性無機一次粒子としては、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウ
ム等の塩化物；硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸アルミニウム等
の硫酸塩；炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム等の炭酸塩が挙げられる。なお、塩化ナ
トリウムの場合、一般に市販されている食塩、高純度精製塩、天然塩等を使用することが
できる。中でも塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、炭酸ナトリウム等の
無機系粒子が好ましい。
　これらの水溶性一次粒子もまたその形状は限定されず、単独でも二種以上を用いてもよ
い。
【００１５】
　崩壊性粒子において、水不溶性一次粒子と水溶性一次粒子との質量比率は、（水不溶性
一次粒子）／（水溶性一次粒子）＝１／９９～１００／０の範囲が好ましい。
　これら一次粒子の平均粒径は１～７０μｍであるのが好ましく、特に造粒のしやすさか
ら５～７０μｍが好ましい。一次粒子の平均粒径がこの範囲の場合、被洗浄体の洗浄過程
及びすすぎ水や涙によって崩壊性粒子が崩壊した場合において、一次粒子の違和感及び洗
い流し性の点で好ましい。
【００１６】
　崩壊性粒子の平均粒径は、７０～８００μｍが好ましく、７０～６００μｍがより好ま
しく、７０～３６０μｍが特に好ましい。崩壊性粒子の平均粒径が７０～８００μｍの範
囲にある場合、使用時における違和感、皮膚刺激が特に低く好ましい。
【００１７】
　崩壊性粒子は、前記の一次粒子が水溶性バインダーにより凝集したものが好ましい。か
かる水溶性バインダーとしては、多価アルコール水溶液中において、多価アルコール濃度
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の低下により溶解し、多価アルコール濃度の上昇により析出するものが好ましく、例えば
、ポリビニルアルコール及びその誘導体（イタコン酸変性ポリビニルアルコール、スルホ
ン酸変性ポリビニルアルコール、マレイン酸変性ポリビニルアルコール等）、ポリ（メタ
）アクリル酸アルカリ塩、（メタ）アクリル酸／（メタ）アクリル酸エステル共重合物の
アルカリ塩、アクリル酸／マレイン酸共重合物のアルカリ塩、ポリビニルピロリドン等の
合成高分子；メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリ
ウム、ヒドロキシアルキルセルロース、澱粉誘導体等の半合成高分子；澱粉、海草類、植
物粘質物、タンパク質等の天然高分子が挙げられる。これらの中で、ポリビニルアルコー
ル及びその誘導体、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシアルキルセルロ
ースが好ましく、ポリビニルアルコール及びその誘導体、カルボキシメチルセルロースナ
トリウムが更に好ましく、ポリビニルアルコール及びその誘導体が特に好ましい。崩壊性
粒子においては、前記水溶性一次粒子と水溶性バインダーとは同一種の材料を用いてもよ
いし、異なる材料を用いてもよい。
　水溶性バインダーは一次粒子の質量に対し、０．５～３０質量％用いるのが、粒子の崩
壊性の点及び崩壊性粒子又はこれを含有する化粧料の製造時の作業性の点から好ましい。
【００１８】
　崩壊性粒子の製造法としては、特に制限されないが、例えば一次粒子と水溶性バインダ
ーを混合し及び／又は混合しつつ、転動造粒、転動流動造粒、流動層造粒、攪拌転動造粒
、溶融造粒、押出造粒、噴霧乾燥造粒等の造粒法並びに噴霧乾燥等のコーティング法によ
って製造することができ、これらを組み合わせて製造することもできる。
【００１９】
　崩壊性粒子は、高濃度の多価アルコール含有水溶液中において、多価アルコール濃度の
低下により崩壊率が高くなるという特性を有する。従って、この崩壊性粒子を、化粧料に
配合した場合、該化粧料中では崩壊性粒子は崩壊することなく安定に分散しており、洗浄
過程やすすぎ過程における多価アルコール濃度の低下とともに崩壊性粒子は崩壊する。こ
のような化粧料への配合を考慮すれば、崩壊性粒子の崩壊特性は、多価アルコール濃度が
１５質量％未満、特に１０質量％以下の水溶液中で少なくとも一部が崩壊するように設計
するのが好ましく、すすぎ水や涙による洗い流し性の点から、更に多価アルコール濃度が
１５質量％未満、特に１０質量％以下の水溶液中で６０体積％以上が崩壊するように設計
されるのがより好ましい。また、このときの崩壊された粒子は平均粒径８０μｍ以下とな
るのが好ましい。
　成分（Ａ）の崩壊性粒子は、１種以上を用いることができ、全組成中に１～２５質量％
、好ましくは２～２０質量％含有することが、洗浄性及び感触に優れるので好ましい。
【００２０】
　本発明で用いる成分（Ｂ）の多価アルコールとしては、例えば、エチレングリコール、
ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレン
グリコール、１，３－ブチレングリコール、１，４－ブチレングリコール等のグリコール
類；グリセリン、ジグリセリン等のグリセリン類；ソルビトール、マンニトール、キシリ
トール、マルチトール等の糖アルコールなどが挙げられる。これらのうち、特にソルビト
ール、マンニトール、キシリトール、マルチトール、グリセリンが好ましい。
【００２１】
　成分（Ｂ）の多価アルコールは、１種以上を用いることができ、全組成中に１５～７０
質量％、好ましくは１５～６０質量％、更に好ましくは２０～５０質量％、特に好ましく
は３１～５０質量％含有される。１５質量％未満では、成分（Ａ）の崩壊性粒子を崩壊さ
せずに、化粧料中に安定に含有させることができない。７０質量％を超えると、塗布時の
感触が重くなったり、マッサージ性が悪くなったり、曳糸性が生じて扱い難くなることが
ある。更に、すすいだ後にべたついたりするため、好ましくない。
【００２２】
　本発明で用いる成分（Ｃ）のカルボキシルエチルセルロースは、全組成中に０．０１～
８０質量％含有していることが重要である。好ましくは０．１～５質量％、更に好ましく



(6) JP 2012-106972 A 2012.6.7

10

20

30

40

50

は０．５～３質量％含有することが、べとつかず、さっぱりした使用感と、適度な増粘効
果、及び曳糸性改善などの物性とを両立できる。
【００２３】
　本発明で用いるカルボキシルエチルセルロースは、カルボキシルエチル基の置換度が０
．２～２．８であることが好ましい。カルボキシルエチル基の置換度が０．２未満である
と、カルボキシルエチルセルロースは水溶性を示さない。一方、カルボキシルエチル基の
置換度が２．８をこえると、水溶液の透明性が著しく低下し、べとつき感が発生する。水
溶性及び水溶液の透明性の観点から、カルボキシルエチル基の置換度は０．３～２．７が
さらに好ましく、最も好ましくは０．４～２．５である。また本発明のカルボキシルエチ
ルセルロースは、カルバモイルエチル基の置換度が０．０４以下であることが好ましい。
カルバモイルエチル基の置換度が０．０４をこえると、化粧品の状態で保存している間に
黄変する。さらに好ましくは、カルバモイルエチル基の置換度が０．０３以下であって、
特に好ましくはカルバモイルエチル基の置換度が０．０１以下である。
　本発明で用いるカルボキシルエチルセルロースの重合度は、ゲル化粧品材料としての粘
度を発現させるために２～３０００であることが好ましい。さらに好ましくは２００～２
５００、特に好ましくは３００～２０００である。
【００２４】
　本発明で用いることのできる成分（Ｄ）の水溶性塩としては、水溶性無機塩及び総炭素
数８以下の水溶性有機塩が挙げられる。水溶性無機塩としては、例えば、塩化ナトリウム
、塩化カリウム、塩化マグネシウム等の塩化物；硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸マ
グネシウム、硫酸アルミニウム等の硫酸塩；炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム等の炭
酸塩が挙げられる。なお、塩化ナトリウムの場合、一般に市販されている食塩、高純度精
製塩、天然塩等を使用することができる。これらのうち、塩化ナトリウム、塩化カリウム
、塩化マグネシウム、炭酸ナトリウムが特に好ましく用いられる。水溶性有機塩としては
、総炭素数８以下の化合物、例えばクエン酸塩、コハク酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩
、リンゴ酸塩等が使用される。これらの水溶性無機塩及び水溶性有機塩を併用することも
できる。成分（Ｄ）の水溶性塩は、全組成中に１質量％未満、好ましくは０．９質量％未
満含有され、水溶性塩を含まないことが好ましい。１質量％以上では、カルボキシルエチ
ルセルロースを用いても十分に増粘させることができなくなり、曳糸性などの改善が難し
くなる。
【００２５】
　本発明において、成分（Ｅ）の精製水は、全組成中に１０～８０質量％含有することが
好ましく、さらに好ましくは２５～７８質量％、特に好ましくは３５～７５質量％である
。なお、本発明に用いられる精製水は、ＲＯ膜処理後、蒸留し、更に中空糸ろ過したもの
を使用している。
【００２６】
　本発明の化粧料は、更にアニオン界面活性剤を含有することができる。かかるアニオン
界面活性剤としては、例えば、ラウリルリン酸カリウム、ラウリルリン酸ナトリウム、ラ
ウリルリン酸アルギニン、ミリスチルリン酸カリウム、ミリスチルリン酸ナトリウム、ミ
リスチルリン酸アルギニン、パルミチルリン酸カリウム、パルミチルリン酸ナトリウム、
パルミチルリン酸アルギニン等のアルキルリン酸エステル塩；ポリオキシエチレン（以下
、ＰＯＥという）オレイルエーテルリン酸ナトリウム、ＰＯＥステアリルエーテルリン酸
ナトリウム等のＰＯＥアルキルリン酸エステル塩；ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫
酸カリウム等のアルキル硫酸エステル塩；ＰＯＥラウリル硫酸カリウム、ＰＯＥラウリル
硫酸ナトリウム、ＰＯＥラウリル硫酸トリエタノールアミン等のＰＯＥアルキルエーテル
硫酸エステル塩；ラウロイルサルコシンナトリウム、Ｎ－ラウロイルグルタミン酸モノナ
トリウム、Ｎ－ステアロイルグルタミン酸ジナトリウム、Ｎ－ミリストイル－Ｌ－グルタ
ミン酸モノナトリウム、Ｎ－ラウロイルグリシントリエタノールアミン、Ｎ－ラウロイル
－β－アラニントリエタノールアミン、Ｎ－ステアロイル－β－アラニントリエタノール
アミン等のアシル化アミノ酸塩；Ｎ－ミリストイル－Ｎ－メチルタウリンナトリウム等の
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高級脂肪酸アミドスルホン酸塩；ジ－２－エチルヘキシルスルホコハク酸ナトリウム等の
スルホコハク酸塩；ココ（ヤシ）アンホジアセテート二ナトリウム、ココアンホジプロピ
オネート二ナトリウム等のアミドアミノ酸型界面活性剤などが挙げられる。この中で、ア
ルキルリン酸エステル塩、ＰＯＥアルキルエーテル硫酸エステル塩が好ましい。アニオン
界面活性剤は、１種以上を用いることができ、全組成中に１～５０質量％、特に５～４０
質量％含有することが、洗浄性能や泡立ち性が良いので好ましい。本発明の化粧料は、こ
のようなアニオン界面活性剤を含有することにより、洗浄剤組成物として適用することも
できる。
【００２７】
　また、本発明の化粧料は、非イオン界面活性剤を含有することができる。かかる非イオ
ン界面活性剤としては、例えば、ＰＯＥ脂肪酸エステル、ＰＯＥアルキルエーテル、脂肪
酸ＰＯＥアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル、ＰＯＥソルビット脂肪酸
エステル、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル、ＰＯＥ硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレン
－ポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、脂肪酸ショ
糖エステル、アルキルポリグルコシド、ソルビット脂肪酸エステル等が挙げられる。この
中で、ＰＯＥアルキルエーテル、ＰＯＥ硬化ヒマシ油、脂肪酸ショ糖エステル、アルキル
ポリグルコシドが好ましい。非イオン界面活性剤は、１種以上を用いることができ、全組
成中に１～３０質量％、特に２～２０質量％含有することが、洗い流し性、洗浄性が良い
ので好ましい。本発明の化粧料は、このような非イオン界面活性剤を含有することにより
、洗浄剤組成物又はマッサージ化粧料として適用することができる。
【００２８】
　本発明において、アニオン界面活性剤及び非イオン界面活性剤の合計含有量と成分（Ｃ
）のカルボキシルエチルセルロースの含有量との関係、成分（Ｃ）／［（成分（Ｃ）＋（
アニオン界面活性剤及び非イオン界面活性剤）］は曳糸性改善の観点から０．０２以上で
あることが好ましく、更に好ましくは０．１以上である。また、この関係が０．２以下で
あると剤の溶け崩れ性等の使用性の点から好ましい。
【００２９】
　また、本発明の化粧料には、前記成分のほか、通常の化粧料に用いられる成分、例えば
、多価アルコール以外の保湿剤、油性成分、美白剤、血行促進剤、抗炎症剤、殺菌剤、紫
外線吸収剤、感触向上剤、着色剤、防腐剤、酸化防止剤、香料等を、本発明の効果を損な
わない範囲で用いることができる。
【００３０】
　本発明の化粧料は、前記成分を用いて、通常の方法によりゲル状の化粧料とすることが
できる。本発明において、ゲル状とは、２５℃における粘度が１００００～１０００００
０ｍＰａ・ｓのものをいう。この範囲内であれば、化粧料が分離することなく、また、手
に取ったときに手からこぼれ落ちにくく、チューブ容器等に充填した場合にも出しやすい
。なお、本発明において、粘度は、粘度が１００００ｍＰａ・ｓ以下のものは、ＢＭ粘度
計（ＴＯＫＩＭＥＣ社製）を用い、２５℃において１２ｒｐｍで測定し、粘度が１０００
０ｍＰａ・ｓより大きいものは、Ｂ８Ｒ型ヘリカルスタンド付き粘度計（ＴＯＫＩＭＥＣ
社製）を用い、２５℃において５ｒｐｍで測定する。
【００３１】
　また、本発明の化粧料は、ｐＨが４～９であることが好ましい。この範囲内であれば、
成分（Ｃ）のカルボキシルエチルセルロースが増粘効果を発現することができ、肌にもマ
イルドである。ｐＨの調整は、常法により、酸又はアルカリ水溶液を用いて行なえば良い
。なお、本発明においてｐＨは、化粧料の５質量％水溶液のｐＨを、２５℃にて測定した
ものである。
【００３２】
　本発明の化粧料は、ゲル状のマッサージ化粧料や、洗顔料および全身洗浄料等の皮膚洗
浄剤組成物として使用することができる。いずれの場合にも、肌に塗布してマッサージし
た後、洗浄及び／又は洗い流して使用される。崩壊性粒子により十分なマッサージ効果が
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得られるとともに、洗浄過程及びすすぎ過程において崩壊性粒子が崩壊することにより、
皮膚の損傷やかゆみの発生がなく、洗い流し性が極めて良好である。
【実施例】
【００３３】
　以下に、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例の
みに限定されるものではない。
【００３４】
　［製造例１］（崩壊性粒子の製造）
　ＬＦＳ－ＧＳ－２Ｊ型ハイスピードミキサー（深江工業社製）に、一次粒子として平均
粒子径３０μｍの粉末セルロース４２ｇ、平均粒子径１７μｍのコーンスターチ４２ｇ、
平均粒子径６μｍのミクロマイカ８．５ｇを仕込み、予備混合した。その後、回転しつつ
、バインダーとしてポリビニルアルコール（ＫＭ－１１８、クラレ社製）の１５質量％水
溶液５０ｇを徐々に添加し、造粒した。造粒物を７０℃で２４時間乾燥し、篩いにて平均
粒径３００μｍの崩壊性粒子（１）５０ｇを得た。
【００３５】
　［製造例２］（崩壊性粒子の製造）
　製造例１で製造した崩壊性微粒子において、篩いにて平均粒子径８０μｍの破壊性微粒
子（２）２０ｇを得た。
【００３６】
　［製造例３］（崩壊性粒子の製造）
　製造例１で製造した崩壊性微粒子において、篩いにて平均粒子径６００μｍの破壊性微
粒子（３）５ｇを得た。
【００３７】
　［実施例１～４及び比較例１～３］
　表１に示す組成の洗顔料を常法により製造し、粘度及びｐＨを測定し、粒子保存安定性
、曳糸性、使用感・マッサージ感、皮膚のかゆみ及び洗い流し性を評価した。結果を表１
に併せて示す。なお、評価方法は下記の通りである。
【００３８】
　（１）粘度：
　各洗顔料のうち、粘度が１００００ｍＰａ・ｓ以下のものは、ＢＭ粘度計（ＴＯＫＩＭ
ＥＣ社製）を用い、２５℃において１２ｒｐｍで測定した。また、粘度が１００００ｍＰ
ａ・ｓより大きいものは、Ｂ８Ｒ型ヘリカルスタンド付き粘度計（ＴＯＫＩＭＥＣ社製）
を用い、２５℃において５ｒｐｍで測定した。
【００３９】
　（２）ｐＨ：
　各洗顔料を、イオン交換水を用いて２０倍に希釈し（５質量％水溶液）、２５℃にてｐ
Ｈ ＭＥＴＥＲ Ｆ－２２（堀場製作所社製）を用いてｐＨを測定した。
【００４０】
　（３）粒子保存安定性：
　各洗顔料を２５℃で３日間保存した後、使用した際、粒子が崩壊していて粒子の感触の
ないものを「×」、粒子の感触がありマッサージできるものを「○」とした。
【００４１】
　（４）曳糸性：
　専門パネラー１０名により、各洗顔料を使用し、使用時の糸曳きのなさを官能評価して
、以下の基準で判定した。
　　　○：７～１０人が良好と評価した。
　　　△：６人以下が良好と評価した。
【００４２】
　（５）使用感・マッサージ感：
　専門パネラー１０名により、各洗顔料を使用し、マッサージ中のマッサージ感を官能評
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価して、以下の基準で判定した。
　　　○：７～１０人が良好と評価した。
　　　△：６人以下が良好と評価した。
　　　×：１人でも、違和感、刺激感を感じると評価した。
【００４３】
　（６）皮膚のかゆみ：
　専門パネラー１０名により、各洗顔料を使用して３分間マッサージし、マッサージ中の
かゆみを官能評価して、以下の基準で判定した。
　　　○：７～１０人がかゆみを全く感じないと評価した。
　　　△：６人以下がかゆみを全く感じないと評価した。
　　　×：１人でも、かゆみ、違和感、刺激感を感じると評価した。
【００４４】
　（７）洗い流し性：
　専門パネラー１０名により、各洗顔料を使用し、すすぎ時における粒子の存在感及び化
粧料の残留感より、洗い流し性を官能評価して、以下の基準で判定した。
　　　○：７～１０人が良好と評価した。
　　　△：６人以下が良好と評価した。
　　　×：１人でも、粒子が残留すると評価した。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
　［実施例５～７及び比較例４～８］
　表２に示す組成の洗い流し性ゲル状化粧料を常法により製造し、実施例１～４と同様に
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して、粘度及びｐＨを測定し、粒子保存安定性、曳糸性、使用感・マッサージ感、皮膚の
かゆみ及び洗い流し性を評価した。結果を表２に併せて示す。
【００４７】
【表２】
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【００４８】
　［実施例８］
　下記組成（質量％）の洗い流性ゲル状化粧料を常法により製造した。得られたゲル状化
粧料は、５質量％水溶液のｐＨが８．５であり、２５℃における粘度が６００００ｍＰａ
・ｓであった。
　　崩壊性粒子（製造例２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０
　　ヤシ油脂肪酸ショ糖エステル
　　　（３８％水溶液；ＤＫエステル　Ｓ－Ｌ１８Ａ、第一工業製薬社製）１０
　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０
　　マンニトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５
　　カルボキシルエチルセルロース（置換度：カルボキシルエチル基０．７５、カルバモ
イルエチル基０．００、重合度：６００）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８
　　水酸化ナトリウム水溶液（４８％）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バランス
【００４９】
　［実施例９］
　下記組成（質量％）の洗い流性ゲル状化粧料を常法により製造した。得られたゲル状化
粧料は、５質量％水溶液のｐＨが６．５、２５℃における粘度は４５０００ｍＰａ・ｓで
あった。
　　崩壊性粒子（製造例３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
　　デシルグルコシド（４０％水溶液：花王社製）　　　　　　　　　１０
　　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０
　　マンニトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５
　　カルボキシルエチルセルロース（置換度：カルボキシルエチル基０．７５、カルバモ
イルエチル基０．００、重合度６００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８
　　水酸化ナトリウム水溶液（４８％）　　　　　　　　　　　　　　　０．１
　　フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　　精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バランス
【００５０】
　実施例８及び９で得られたゲル状化粧料はいずれも、崩壊性粒子が安定に含有され、曳
糸性などの溶液物性が改善され、容易に増粘させることができ、使用感に優れたものであ
った。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明のゲル状化粧料は、崩壊性粒子を安定に含有し、べとつきがないなど使用感に優
れたものであり、古くなった角質を除去したり、毛穴に入り込んだ汚れを落とす等の化粧
品分野に非常に有用である。
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